
担

当

課

（

室

）

目

次

発

行

岡

山

県

指

針

の

案

の

縦

覧

○

鳥

獣

保

護

区

特

別

保

護

地

区

の

指

定

に

係

る

公

〃

担

当

課

（

室

）

聴

会

の

開

催

目

次

○

開

発

許

可

を

受

け

た

開

発

行

為

に

関

す

る

工

事

建

築

指

導

課

の

完

了

【

規

則

】

○

岡

山

県

事

務

処

理

規

則

の

一

部

を

改

正

す

る

規

建

築

指

導

課

○

〃

〃

則

○

〃

〃

（

県

例

規

集

登

載

）

○

〃

〃

○

〃

〃

【

告

示

】

○

許

認

可

事

務

等

標

準

処

理

期

間

要

綱

の

一

部

改

〃

○

〃

〃

正

○

〃

〃

○

岡

山

県

補

助

金

等

交

付

規

則

の

規

定

に

よ

る

補

住

宅

課

○

公

共

施

設

に

係

る

開

発

行

為

に

関

す

る

工

事

の

〃

助

金

等

の

名

称

等

の

制

定

の

一

部

改

正

完

了

（

以

上

県

例

規

集

登

載

）

○

一

般

競

争

入

札

の

実

施

用

度

課

【

岡

山

県

市

町

村

共

済

組

合

】

○

保

安

林

の

解

除

予

定

治

山

課

○

都

市

計

画

下

水

道

の

事

業

計

画

の

変

更

認

可

都

市

計

画

課

○

平

成

二

十

六

年

度

決

算

の

要

旨

岡

山

県

市

町

村

共

済

○

構

造

計

算

適

合

性

判

定

を

委

任

し

た

指

定

構

造

建

築

指

導

課

組

合

計

算

適

合

性

判

定

機

関

【

公

告

】

○

特

定

非

営

利

活

動

法

人

の

定

款

変

更

の

認

証

の

県

民

生

活

交

通

課

申

請

○

〃

〃

○

〃

〃

○

〃

〃

○

鳥

獣

保

護

区

特

別

保

護

地

区

の

保

護

に

関

す

る

自

然

環

境

課

岡

山

県

公

報

平成２７年６月１９日 第１１６９５号



◎
岡
山
県
規
則
第
四
十
三
号

岡
山
県
事
務
処
理
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
七
年
六
月
十
九
日

岡

山

県

知

事

伊

原

木

隆

太

岡
山
県
事
務
処
理
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

岡
山
県
事
務
処
理
規
則
（
昭
和
四
十
四
年
岡
山
県
規
則
第
五
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

「

」

「

」

、

「

」

「

」

、

「

」

「

別
表
第
三
建
築
指
導
課
の
部
２
の
項
１

中

6
7

を

6
7

に
改
め

同
項
４

中

6
7

を

6
7

に
改
め

同
４

中

2
5

3
3
8

の
次
に

第
条
の
２

第
条
の
３

第
条
の
２

第
条
の
３

昭
和

年
政
令
第

号

(2)

(25)

(34)

。
「

」

」
を
加
え
、
同
４
を
同
項
５
と
し
、
同
項
中
３
を
４
と
し
、
同
項
２

中
「

」
を
「

」
に
改
め
、
同
２
を
同
項
３
と
し
、
同
項
１
の
次
に
次
の

以
下
こ
の
項
に
お
い
て

令
と
い
う

仮
使
用
承
認

仮
使
用
の
認
定

。

(1)

よ
う
に
加
え
る
。

（

）

○

２
構
造
計
算
適
合
性
判
定

第
６
条
の
３

別
表
第
三
建
築
指
導
課
の
部
２
の
項
５
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

（

1
3
7

1
6

）

○

(35)
既
存
の
建
築
物
に
対
す
る
制
限
の
緩
和
の
認
定

令
第

条
の

別
表
第
三
建
築
指
導
課
の
部
８
の
項
２
中
「

2
3

」
を
「

2
3

」
に
改
め
る
。

第
条
の
５
第
２
項

第
条
の
５
第
３
項

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
別
表
第
三
建
築
指
導
課
の
部
８
の
項
２
の
改
正
規
定
は
、
平
成
二
十
七
年
六
月
二
十
五
日
か
ら
施
行
す
る
。

平成２７年６月１９日　岡山県公報　第１１６９５号



◎
岡
山
県
告
示
第
三
百
十
一
号

許
認
可
事
務
等
標
準
処
理
期
間
要
綱
（
昭
和
五
十
二
年
岡
山
県
告
示
第
三
百
三
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

平
成
二
十
七
年
六
月
十
九
日

岡

山

県

知

事

伊

原

木

隆

太

別
表
土
木
部
の
部
建
築
指
導
課
の
項

中
「

6
7

」
を
「

6
7

」
に
改
め
、
同
項
中

を

と
し
、

か
ら

ま
で
を
一
ず
つ
繰
り
下
げ
、

の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

第
条
の
２
第
３
項

第
条
の
３
第
３
項

15

98

99

24

97

23

建
築
基
準
法
施
行
令

昭
和

年
政
令
第

号
第

条
の

既
存
の
建
築
物
に
対
す
る
制
限
の
緩
和
の
認
定

日
５
日

2
4

（

2
5

3
3
8

）

1
3
7

1
6

4
0

別
表
出
先
機
関
の
部
県
民
局
（
建
設
部
）
の
項

中
「

」
を
「

」
に
改
め
る
。

承
認

認
定

51

附

則

こ
の
告
示
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

平成２７年６月１９日　岡山県公報　第１１６９５号



◎
岡
山
県
告
示
第
三
百
十
二
号

昭
和
四
十
一
年
岡
山
県
告
示
第
五
百
十
三
号
（
岡
山
県
補
助
金
等
交
付
規
則
の
規
定
に
よ
る
補
助
金

等
の
名
称
等
の
制
定
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
、
平
成
二
十
七
年
度
分
の
補
助
金
か
ら
適
用
す

る
。

平
成
二
十
七
年
六
月
十
九
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

表
土
木
部
の
部
平
成
二
十
三
年
台
風
第
十
二
号
に
よ
る
被
害
に
係
る
岡
山
県
災
害
復
興
住
宅
建
設
資

金
等
利
子
補
給
補
助
金
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

岡
山
県
空
き
家

空
き
家
の
活
用

市
町
村

空
き
家
の
耐
震
診
断

１

国
土
交
通
省
の

診
断
事
業
費
補

の
促
進

等
に
要
す
る
経
費

社
会
資
本
整
備
総

助
金

合
交
付
金
の
効
果

促
進
事
業
を
活
用

し
た
一
般
診
断
法

の
現
況
診
断
を
実

施
す
る
市
町
村

市
町
村
が
事
業
者

に
補
助
す
る
費
用

の
四
分
の
一
以
内

２

１
以
外
の
市
町

村

補
助
対
象
経

費
の
六
分
の
一
以

内
で
、
か
つ
、
市

町
村
が
事
業
者
に

補
助
す
る
費
用
の

四
分
の
一
以
内
。

た
だ
し
、
知
事
が

別
に
定
め
る
耐
震

診
断
等
に
あ
つ
て

は
、
一
住
宅
に
つ

平成２７年６月１９日　岡山県公報　第１１６９５号



き
二
万
千
円
を
限

度
と
す
る
。

空
き
家
の
劣
化
診
断

１

昭
和
五
十
六
年

に
要
す
る
経
費

五
月
三
十
一
日
以

前
に
着
工
さ
れ
た

一
戸
建
て
の
住
宅

で
、
空
き
家
の
耐

震
診
断
等
と
と
も

に
実
施
す
る
場
合

市
町
村
が
事
業

者
に
補
助
す
る
費

用
の
四
分
の
一
以

内
２

昭
和
五
十
六
年

六
月
一
日
以
降
に

着
工
さ
れ
た
一
戸

建
て
の
住
宅
で
、

空
き
家
の
劣
化
診

断
の
み
を
実
施
す

る
場
合

市
町
村

が
事
業
者
に
補
助

す
る
費
用
の
二
分

の
一
以
内

平成２７年６月１９日　岡山県公報　第１１６９５号



◎
岡
山
県
告
示
第
三
百
十
三
号

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
二
十
六
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次

の
と
お
り
保
安
林
の
指
定
を
解
除
す
る
予
定
で
あ
る
。

平
成
二
十
七
年
六
月
十
九
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

解
除
予
定
保
安
林
の
所
在
場
所

新
見
市
大
佐
大
井
野
字
道
仙
後
一
八
二
五
の
六
六
か
ら
一
八
二
五
の
六
八
ま
で

二

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

な
だ
れ
の
危
険
の
防
止

三

解
除
の
理
由

道
路
用
地
と
す
る
た
め

一

解
除
予
定
保
安
林
の
所
在
場
所

瀬
戸
内
市
邑
久
町
虫
明
字
番
尺
三
三
〇
の
五

二

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

土
砂
の
流
出
の
防
備

三

解
除
の
理
由

道
路
用
地
と
す
る
た
め

平成２７年６月１９日　岡山県公報　第１１６９５号



◎
岡
山
県
告
示
第
三
百
十
四
号

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
六
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
笠
岡
都
市
計

画
下
水
道
事
業
笠
岡
公
共
下
水
道
の
事
業
計
画
の
変
更
を
次
の
と
お
り
認
可
し
た
。

平
成
二
十
七
年
六
月
十
九
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

施
行
者
の

事
業
の
種
類
及
び
名
称

事

業

施

行

期

間

事

業

地

名

称

笠

岡

市

笠
岡
都
市
計
画
下
水
道

昭
和
五
十
年
三
月
二
十
日

収
用
の
部
分

事
業

か
ら

な
し

笠
岡
公
共
下
水
道

平
成
三
十
四
年
三
月
三
十

使
用
の
部
分

一
日
ま
で

平
成
二
十
三
年
三
月
二
十

九
日
岡
山
県
告
示
第
二
百
三

十
七
号
の
事
業
地
の
う
ち
笠

岡
市
大
字
用
之
江
字
山
白
、

字
野
宮
、
字
野
宮
前
、
字
上

、

、

、

之
谷

字
金
正

字
空
之
奥

字
空
之
下
、
字
重
山
、
字
茶

、

、

、

ノ
木

字
深
田

字
深
田
上

字
天
神
端
、
字
馬
場
、
字
長

沢
田
、
字
白
塚
谷
、
字
坂
ノ

奥
を
加
え
、
笠
岡
市
大
字
茂

平
字
苫
無
を
変
更
す
る
。

平成２７年６月１９日　岡山県公報　第１１６９５号



◎
岡
山
県
告
示
第
三
百
十
五
号

建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う

）
第
十
八
条
の
二
第
一

。

項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
指
定
構
造
計
算
適
合
性
判
定
機
関
に
構
造
計
算
適
合
性
判
定
を
委
任
す
る
こ

と
と
し
た
。

平
成
二
十
七
年
六
月
十
九
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

名
称

一
般
財
団
法
人
日
本
建
築
セ
ン
タ
ー

二

住
所

東
京
都
千
代
田
区
神
田
錦
町
一
丁
目
九
番
地

三

業
務
区
域

岡
山
県
全
域

四

構
造
計
算
適
合
性
判
定
の
業
務
を
行
う
事
務
所
の
所
在
地

本
部
：
東
京
都
千
代
田
区
神
田
錦
町
一
丁
目
九
番
地

大
阪
事
務
所
：
大
阪
府
大
阪
市
中
央
区
南
本
町
一
丁
目
七
番
一
五
号

五

指
定
構
造
計
算
適
合
性
判
定
機
関
に
行
わ
せ
る
こ
と
と
し
た
構
造
計
算
適
合
性
判
定
の
業
務

法
第
六
条
の
三
第
一
項
及
び
第
十
八
条
第
四
項
に
規
定
す
る
構
造
計
算
適
合
性
判
定
の
業
務
の
う

ち
、
延
べ
面
積
が
二
千
平
方
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
建
築
物
に
係
る
も
の
又
は
構
造
計
算
の
計
算
方
法

が
限
界
耐
力
計
算
法
に
よ
る
計
算
若
し
く
は
大
臣
認
定
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
う
ち
知
事
が
別
に
指
定
す
る

も
の
以
外
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
よ
る
計
算
に
よ
る
も
の
に
係
る
も
の

六

構
造
計
算
適
合
性
判
定
の
業
務
の
開
始
日

平
成
二
十
七
年
六
月
一
日

七

構
造
計
算
適
合
性
判
定
を
委
任
し
た
日

平
成
二
十
七
年
六
月
一
日

一

名
称

一
般
財
団
法
人
ベ
タ
ー
リ
ビ
ン
グ

二

住
所

東
京
都
千
代
田
区
富
士
見
二
丁
目
七
番
二
号

三

業
務
区
域

平成２７年６月１９日　岡山県公報　第１１６９５号



岡
山
県
全
域

四

構
造
計
算
適
合
性
判
定
の
業
務
を
行
う
事
務
所
の
所
在
地

東
京
都
千
代
田
区
富
士
見
二
丁
目
七
番
二
号

五

指
定
構
造
計
算
適
合
性
判
定
機
関
に
行
わ
せ
る
こ
と
と
し
た
構
造
計
算
適
合
性
判
定
の
業
務

法
第
六
条
の
三
第
一
項
及
び
第
十
八
条
第
四
項
に
規
定
す
る
構
造
計
算
適
合
性
判
定
の
業
務
の
う

ち
、
延
べ
面
積
が
二
千
平
方
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
建
築
物
に
係
る
も
の
又
は
構
造
計
算
の
計
算
方
法

が
限
界
耐
力
計
算
法
に
よ
る
計
算
若
し
く
は
大
臣
認
定
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
う
ち
知
事
が
別
に
指
定
す
る

も
の
以
外
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
よ
る
計
算
に
よ
る
も
の
に
係
る
も
の

六

構
造
計
算
適
合
性
判
定
の
業
務
の
開
始
日

平
成
二
十
七
年
六
月
一
日

七

構
造
計
算
適
合
性
判
定
を
委
任
し
た
日

平
成
二
十
七
年
六
月
一
日

一

名
称

株
式
会
社
都
市
居
住
評
価
セ
ン
タ
ー

二

住
所

東
京
都
港
区
虎
ノ
門
一
丁
目
一
番
二
一
号

三

業
務
区
域

岡
山
県
全
域

四

構
造
計
算
適
合
性
判
定
の
業
務
を
行
う
事
務
所
の
所
在
地

東
京
都
港
区
虎
ノ
門
一
丁
目
一
番
二
一
号

五

指
定
構
造
計
算
適
合
性
判
定
機
関
に
行
わ
せ
る
こ
と
と
し
た
構
造
計
算
適
合
性
判
定
の
業
務

法
第
六
条
の
三
第
一
項
及
び
第
十
八
条
第
四
項
に
規
定
す
る
構
造
計
算
適
合
性
判
定
の
業
務
の
う

ち
、
延
べ
面
積
が
二
千
平
方
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
建
築
物
に
係
る
も
の
又
は
構
造
計
算
の
計
算
方
法

が
限
界
耐
力
計
算
法
に
よ
る
計
算
若
し
く
は
大
臣
認
定
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
う
ち
知
事
が
別
に
指
定
す
る

も
の
以
外
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
よ
る
計
算
に
よ
る
も
の
に
係
る
も
の

六

構
造
計
算
適
合
性
判
定
の
業
務
の
開
始
日

平
成
二
十
七
年
六
月
一
日

七

構
造
計
算
適
合
性
判
定
を
委
任
し
た
日

平
成
二
十
七
年
六
月
一
日

平成２７年６月１９日　岡山県公報　第１１６９５号



一

名
称

株
式
会
社
建
築
構
造
セ
ン
タ
ー

二

住
所

東
京
都
新
宿
区
新
宿
一
丁
目
八
番
一
号

大
橋
御
苑
駅
ビ
ル
六
階

三

業
務
区
域

岡
山
県
全
域

四

構
造
計
算
適
合
性
判
定
の
業
務
を
行
う
事
務
所
の
所
在
地

本
社
：
東
京
都
新
宿
区
新
宿
一
丁
目
八
番
一
号

大
橋
御
苑
駅
ビ
ル
六
階

東
北
事
務
所
：
宮
城
県
仙
台
市
青
葉
区
本
町
二
丁
目
一
〇
番
二
八
号

カ
メ
イ
仙
台
グ
リ
ー
ン
シ

テ
ィ
三
階

福
島
事
務
所
：
福
島
県
郡
山
市
中
町
一
一
番
五
号

や
ま
の
い
ビ
ル
一
〇
〇
三
号
室

埼
玉
事
務
所
：
埼
玉
県
さ
い
た
ま
市
浦
和
区
高
砂
二
丁
目
二
番
三
号

さ
い
た
ま
浦
和
ビ
ル
デ
ィ

ン
グ
三
階

神
奈
川
事
務
所
：
神
奈
川
県
横
浜
市
西
区
北
幸
二
丁
目
三
番
一
九
号

日
総
第
八
ビ
ル
八
階

愛
知
事
務
所
：
愛
知
県
名
古
屋
市
中
区
栄
四
丁
目
一
四
番
二
号

久
屋
パ
ー
ク
ビ
ル
七
階

山
陰
事
務
所
：
島
根
県
松
江
市
中
原
町
六
番
地

岡
山
事
務
所
：
岡
山
県
岡
山
市
北
区
内
山
下
一
丁
目
三
番
一
九
号

成
広
ビ
ル
二
階

広
島
事
務
所
：
広
島
県
広
島
市
中
区
八
丁
堀
一
五
番
六
号

広
島
ち
ゅ
う
ぎ
ん
ビ
ル
七
〇
四

二
－

号
室

愛
媛
事
務
所
：
愛
媛
県
松
山
市
三
番
町
七
丁
目
一
三
番
地
一
三
号

ミ
ツ
ネ
ビ
ル
デ
ィ
ン
グ
六
〇

一
号
室

佐
賀
事
務
所
：
佐
賀
県
佐
賀
市
駅
前
中
央
一
丁
目
九
番
三
八
号

い
ち
ご
佐
賀
ビ
ル
七
〇
四
号
室

長
崎
事
務
所
：
長
崎
県
長
崎
市
万
才
町
三
番
四
号

長
崎
ビ
ル
八
階

宮
崎
事
務
所
：
宮
崎
県
宮
崎
市
川
原
町
五
番
一
〇
号

ミ
ネ
ッ
ク
ス
川
原
八
階

鹿
児
島
事
務
所
：
鹿
児
島
県
鹿
児
島
市
西
千
石
町
一
一
番
二
一
号

鹿
児
島
Ｍ
Ｓ
ビ
ル
二
階
Ｂ
号

室

沖
縄
事
務
所
：
沖
縄
県
浦
添
市
牧
港
五
丁
目
六
番
八
号

沖
縄
県
建
設
会
館
四
階

五

指
定
構
造
計
算
適
合
性
判
定
機
関
に
行
わ
せ
る
こ
と
と
し
た
構
造
計
算
適
合
性
判
定
の
業
務

法
第
六
条
の
三
第
一
項
及
び
第
十
八
条
第
四
項
に
規
定
す
る
構
造
計
算
適
合
性
判
定
の
業
務

平成２７年６月１９日　岡山県公報　第１１６９５号



六

構
造
計
算
適
合
性
判
定
の
業
務
の
開
始
日

平
成
二
十
七
年
六
月
一
日

七

構
造
計
算
適
合
性
判
定
を
委
任
し
た
日

平
成
二
十
七
年
六
月
一
日

一

名
称

ビ
ュ
ー
ロ
ー
ベ
リ
タ
ス
ジ
ャ
パ
ン
株
式
会
社

二

住
所

神
奈
川
県
横
浜
市
中
区
山
下
町
一
番
地

三

業
務
区
域

岡
山
県
全
域

四

構
造
計
算
適
合
性
判
定
の
業
務
を
行
う
事
務
所
の
所
在
地

東
京
御
茶
ノ
水
事
務
所
：
東
京
都
千
代
田
区
神
田
駿
河
台
二
丁
目
八
番

横
浜
事
務
所
：
神
奈
川
県
横
浜
市
西
区
高
島
二
丁
目
一
九
番
一
二
号

五

指
定
構
造
計
算
適
合
性
判
定
機
関
に
行
わ
せ
る
こ
と
と
し
た
構
造
計
算
適
合
性
判
定
の
業
務

法
第
六
条
の
三
第
一
項
及
び
第
十
八
条
第
四
項
に
規
定
す
る
構
造
計
算
適
合
性
判
定
の
業
務
の
う

ち
、
延
べ
面
積
が
二
千
平
方
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
建
築
物
に
係
る
も
の
又
は
構
造
計
算
の
計
算
方
法

が
限
界
耐
力
計
算
法
に
よ
る
計
算
若
し
く
は
大
臣
認
定
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
う
ち
知
事
が
別
に
指
定
す
る

も
の
以
外
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
よ
る
計
算
に
よ
る
も
の
に
係
る
も
の

六

構
造
計
算
適
合
性
判
定
の
業
務
の
開
始
日

平
成
二
十
七
年
六
月
一
日

七

構
造
計
算
適
合
性
判
定
を
委
任
し
た
日

平
成
二
十
七
年
六
月
一
日

一

名
称

株
式
会
社
国
際
確
認
検
査
セ
ン
タ
ー

二

住
所

大
阪
府
大
阪
市
中
央
区
北
浜
三
丁
目
七
番
一
二
号

京
阪
御
堂
筋
ビ
ル

三

業
務
区
域

岡
山
県
全
域
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四

構
造
計
算
適
合
性
判
定
の
業
務
を
行
う
事
務
所
の
所
在
地

本
部
：
東
京
都
中
央
区
八
重
洲
二
丁
目
四
番
一
号

常
和
八
重
洲
ビ
ル

岡
山
支
店
：
岡
山
県
岡
山
市
北
区
駅
前
町
一

九

一
五

明
治
安
田
生
命
岡
山
ビ
ル

－
－

五

指
定
構
造
計
算
適
合
性
判
定
機
関
に
行
わ
せ
る
こ
と
と
し
た
構
造
計
算
適
合
性
判
定
の
業
務

法
第
六
条
の
三
第
一
項
及
び
第
十
八
条
第
四
項
に
規
定
す
る
構
造
計
算
適
合
性
判
定
の
業
務

六

構
造
計
算
適
合
性
判
定
の
業
務
の
開
始
日

平
成
二
十
七
年
六
月
一
日

七

構
造
計
算
適
合
性
判
定
を
委
任
し
た
日

平
成
二
十
七
年
六
月
一
日

一

名
称

一
般
財
団
法
人
日
本
建
築
総
合
試
験
所

二

住
所

大
阪
府
吹
田
市
藤
白
台
五
丁
目
八
番
一
号

三

業
務
区
域

岡
山
県
全
域

四

構
造
計
算
適
合
性
判
定
の
業
務
を
行
う
事
務
所
の
所
在
地

大
阪
府
大
阪
市
中
央
区
内
本
町
二
丁
目
四
番
七
号

五

指
定
構
造
計
算
適
合
性
判
定
機
関
に
行
わ
せ
る
こ
と
と
し
た
構
造
計
算
適
合
性
判
定
の
業
務

法
第
六
条
の
三
第
一
項
及
び
第
十
八
条
第
四
項
に
規
定
す
る
構
造
計
算
適
合
性
判
定
の
業
務
の
う

ち
、
延
べ
面
積
が
二
千
平
方
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
建
築
物
に
係
る
も
の
又
は
構
造
計
算
の
計
算
方
法

が
限
界
耐
力
計
算
法
に
よ
る
計
算
若
し
く
は
大
臣
認
定
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
う
ち
知
事
が
別
に
指
定
す
る

も
の
以
外
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
よ
る
計
算
に
よ
る
も
の
に
係
る
も
の

六

構
造
計
算
適
合
性
判
定
の
業
務
の
開
始
日

平
成
二
十
七
年
六
月
一
日

七

構
造
計
算
適
合
性
判
定
を
委
任
し
た
日

平
成
二
十
七
年
六
月
一
日

一

名
称

岡
山
県
建
築
住
宅
セ
ン
タ
ー
株
式
会
社
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二

住
所

岡
山
県
岡
山
市
北
区
蕃
山
町
一
番
二
〇
号

三

業
務
区
域

岡
山
県
全
域

四

構
造
計
算
適
合
性
判
定
の
業
務
を
行
う
事
務
所
の
所
在
地

岡
山
県
岡
山
市
北
区
蕃
山
町
一
番
二
〇
号

五

指
定
構
造
計
算
適
合
性
判
定
機
関
に
行
わ
せ
る
こ
と
と
し
た
構
造
計
算
適
合
性
判
定
の
業
務

法
第
六
条
の
三
第
一
項
及
び
第
十
八
条
第
四
項
に
規
定
す
る
構
造
計
算
適
合
性
判
定
の
業
務

六

構
造
計
算
適
合
性
判
定
の
業
務
の
開
始
日

平
成
二
十
七
年
六
月
一
日

七

構
造
計
算
適
合
性
判
定
を
委
任
し
た
日

平
成
二
十
七
年
六
月
一
日

平成２７年６月１９日　岡山県公報　第１１６９５号



〔
二
三
六
〕
特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
二
十
五
条
第
四
項
の
規
定
に
よ

り
、
次
の
と
お
り
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
定
款
変
更
の
認
証
の
申
請
が
あ
っ
た
。

平
成
二
十
七
年
六
月
十
九
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
二
十
七
年
六
月
十
日

二

申
請
に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称

特
定
非
営
利
活
動
法
人
シ
ル
バ
ー
ラ
イ
フ
サ
ポ
ー
ト
も
も

三

代
表
者
の
氏
名

中
通

義
信

四

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

美
作
市
入
田
三
九
一
番
地
一
尾
関
コ
ー
ポ
一
〇
三
号

五

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
高
齢
者
や
障
害
者
に
対
し
て
、
理
容
や
美
容
業
に
関
す
る
事
業
を
行
い
、
理
容
所

の
無
い
山
間
部
（
交
通
手
段
の
無
い
地
域
）
や
寝
た
き
り
老
人
や
身
体
障
害
者
の
自
宅
や
、
そ
の
他

施
設
等
を
訪
問
し
て
の
、
ヘ
ア
ー
カ
ッ
ト
・
顔
そ
り
・
顔
面
エ
ス
テ
等
の
理
容
・
美
容
サ
ー
ビ
ス
を

通
じ
て
、
心
身
を
リ
ラ
ッ
ク
ス
し
て
も
ら
い
、
引
き
こ
も
り
を
な
く
し
外
出
を
促
し
心
身
と
も
健
康

な
生
活
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

ま
た
、
訪
問
時
に
御
用
を
聞
き
、
買
い
物
や
訪
問
時
に
電
球
交
換
等
の
単
純
作
業
を
行
い
、
生
活

の
一
部
を
サ
ポ
ー
ト
し
て
い
く
と
と
も
に
、
高
齢
化
過
疎
地
農
家
で
、
農
業
の
担
い
手
な
く
已
む
な

、

、

、

く
放
置
し
た
ま
ま
の
休
耕
地
を
活
用
し

地
元
住
民
と
協
力
し
農
産
物
の
生
産

販
売
を
一
括
し
て

休
耕
地
を
な
く
し
、
雇
用
と
経
済
活
動
の
活
性
化
を
促
し
、
過
疎
化
に
歯
止
め
を
か
け
る
こ
と
を
目

的
と
す
る
。

六

変
更
す
る
事
項

特
定
非
営
利
活
動
の
種
類
及
び
特
定
非
営
利
活
動
に
係
る
事
業
の
種
類

平成２７年６月１９日　岡山県公報　第１１６９５号



〔
二
三
七
〕
特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
二
十
五
条
第
四
項
の
規
定
に
よ

り
、
次
の
と
お
り
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
定
款
変
更
の
認
証
の
申
請
が
あ
っ
た
。

平
成
二
十
七
年
六
月
十
九
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
二
十
七
年
六
月
十
二
日

二

申
請
に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称

特
定
非
営
利
活
動
法
人
絆
か
わ
か
み

三

代
表
者
の
氏
名

宮
﨑

孝
司

四

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

高
梁
市
川
上
町
地
頭
二
三
三
七

一
番
地

－

五

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

、

、

（

「

」

。
）

、

こ
の
法
人
は

高
齢
者

要
介
護
者
及
び
障
害
者

以
下

高
齢
者
等

と
い
う

に
対
し
て

保
健
・
医
療
・
福
祉
に
関
す
る
事
業
を
行
い
、
高
齢
者
等
が
地
域
の
な
か
で
安
心
し
て
暮
ら
し
て
い

く
こ
と
が
で
き
る
よ
う
支
援
す
る
と
と
も
に
、
環
境
及
び
地
域
の
資
源
を
は
じ
め
と
す
る
様
々
な
視

点
か
ら
ま
ち
づ
く
り
を
推
進
し
、
地
域
社
会
の
発
展
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

六

変
更
す
る
事
項

特
定
非
営
利
活
動
に
係
る
事
業
の
種
類
及
び
会
議
に
関
す
る
事
項
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〔
二
三
八
〕
特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
二
十
五
条
第
四
項
の
規
定
に
よ

り
、
次
の
と
お
り
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
定
款
変
更
の
認
証
の
申
請
が
あ
っ
た
。

平
成
二
十
七
年
六
月
十
九
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
二
十
七
年
六
月
十
二
日

二

申
請
に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称

特
定
非
営
利
活
動
法
人
未
来
へ

三

代
表
者
の
氏
名

藤
本

優

四

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

津
山
市
加
茂
町
小
渕
二
九
番
地
一

五

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
児
童
養
護
施
設
の
子
ど
も
た
ち
に
対
し
て
、
生
活
向
上
並
び
に
社
会
的
自
立
支
援

に
関
す
る
事
業
を
行
い
、
子
ど
も
た
ち
の
生
き
が
い
と
福
祉
の
増
進
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す

る
。

六

変
更
す
る
事
項

目
的
及
び
特
定
非
営
利
活
動
に
係
る
事
業
の
種
類

平成２７年６月１９日　岡山県公報　第１１６９５号



〔
二
三
九
〕
特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
二
十
五
条
第
四
項
の
規
定
に
よ

り
、
次
の
と
お
り
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
定
款
変
更
の
認
証
の
申
請
が
あ
っ
た
。

平
成
二
十
七
年
六
月
十
九
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
二
十
七
年
六
月
十
二
日

二

申
請
に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称

特
定
非
営
利
活
動
法
人
青
少
年
少
女
モ
ー
タ
ー
ス
ポ
ー
ツ
振
興
会

三

代
表
者
の
氏
名

野
田

英
樹

四

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

栃
木
県
芳
賀
郡
茂
木
町
大
字
鮎
田
二
〇
二
〇

五

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
日
本
国
内
は
も
と
よ
り
広
く
国
外
に
在
住
す
る
モ
ー
タ
ー
ス
ポ
ー
ツ
に
興
味
の
あ

る
青
少
年
、
少
女
に
対
し
て
、
教
育
活
動
、
技
術
指
導
に
関
す
る
事
業
を
行
い
、
国
際
的
に
活
躍
で

き
る
人
材
の
育
成
を
図
り
、
同
時
に
栃
木
県
茂
木
町
の
モ
ー
タ
ー
ス
ポ
ー
ツ
振
興
、
人
材
育
成
を
通

し
て
地
域
の
活
性
化
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

六

定
款
変
更
の
内
容

目
的
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

平成２７年６月１９日　岡山県公報　第１１６９５号



〔
二
四
〇
〕
鳥
獣
の
保
護
及
び
管
理
並
び
に
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
八

十
八
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
鳥
獣
保
護
区
特
別
保
護
地
区
を
指
定
す
る
た
め
、
同
条

第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
二
十
八
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
、
指
針
の
案
を
次
の
と
お
り
公

衆
の
縦
覧
に
供
す
る
。

こ
の
公
告
に
係
る
鳥
獣
保
護
区
特
別
保
護
地
区
の
保
護
に
関
す
る
指
針
の
案
に
つ
い
て
意
見
を
有
す

る
区
域
の
住
民
及
び
利
害
関
係
人
は
、
同
法
第
二
十
九
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
二
十
八

条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
、
縦
覧
期
間
満
了
の
日
ま
で
に
、
知
事
に
意
見
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き

る
。

平
成
二
十
七
年
六
月
十
九
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

鳥
獣
保
護
区
特
別
保
護
地
区
の
名
称

奥
津
鳥
獣
保
護
区
特
別
保
護
地
区

二

鳥
獣
保
護
区
特
別
保
護
地
区
の
区
域

次
の
図
の
と
お
り
と
す
る
。

三

鳥
獣
保
護
区
特
別
保
護
地
区
の
存
続
期
間

平
成
二
十
七
年
十
一
月
一
日
か
ら
平
成
三
十
七
年
十
月
三
十
一
日
ま
で

四

鳥
獣
保
護
区
特
別
保
護
地
区
の
保
護
に
関
す
る
指
針
の
案

次
の
と
お
り
と
す
る
。

五

縦
覧
の
期
間
及
び
場
所

１

縦
覧
の
期
間

平
成
二
十
七
年
六
月
十
九
日
か
ら
同
年
七
月
二
日
ま
で

２

縦
覧
の
場
所

岡
山
県
環
境
文
化
部
自
然
環
境
課
及
び
岡
山
県
美
作
県
民
局
農
林
水
産
事
業
部
森
林
企
画
課

（

次
の
図
」
及
び
「
次
の
と
お
り
」
は
省
略
し
、
そ
の
関
係
書
類
を
岡
山
県
環
境
文
化
部
自
然
環

「

境
課
及
び
岡
山
県
美
作
県
民
局
農
林
水
産
事
業
部
森
林
企
画
課
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る

）
。

平成２７年６月１９日　岡山県公報　第１１６９５号



〔
二
四
一
〕
鳥
獣
の
保
護
及
び
管
理
並
び
に
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
八

十
八
号
）
第
二
十
九
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
二
十
八
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

と
お
り
鳥
獣
保
護
区
特
別
保
護
地
区
の
指
定
に
つ
い
て
公
聴
会
を
開
催
す
る
。

平
成
二
十
七
年
六
月
十
九
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

奥
津
鳥
獣
保
護
区
特
別
保
護
地
区
の
指
定
に
係
る
公
聴
会

一

日
時

平
成
二
十
七
年
七
月
十
四
日

午
後
一
時
三
十
分

二

場
所

岡
山
県
美
作
県
民
局
五
階
大
会
議
室

三

案
件

奥
津
鳥
獣
保
護
区
特
別
保
護
地
区
の
指
定
に
つ
い
て

１

区
域

次
の
図
の
と
お
り

２

面
積

七
〇
ヘ
ク
タ
ー
ル

（

次
の
図
」
は
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
岡
山
県
環
境
文
化
部
自
然
環
境
課
及
び
岡
山
県
美
作
県
民

「

局
農
林
水
産
事
業
部
森
林
企
画
課
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る

）
。

平成２７年６月１９日　岡山県公報　第１１６９５号



〔
二
四
二
〕
次
の
者
に
係
る
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ

る
開
発
許
可
を
受
け
た
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
。

平
成
二
十
七
年
六
月
十
九
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

開
発
区
域
又
は
工
区
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

総
社
市
三
須
字
東
田
一
三
一
六

四
、
一
三
一
六

六

－
－

二

許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名

倉
敷
市
中
帯
江
四
一
六

二
（
Ｄ
棟
一
〇
二
号
室
）

－

鈴
木

悠
司

三

許
可
番
号

岡
山
県
指
令
建
指
第
一
号

平成２７年６月１９日　岡山県公報　第１１６９５号



〔
二
四
三
〕
次
の
者
に
係
る
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ

る
開
発
許
可
を
受
け
た
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
。

平
成
二
十
七
年
六
月
十
九
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

開
発
区
域
又
は
工
区
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

総
社
市
井
手
字
烏
帽
子
形
八
八
九

二

－

二

許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名

総
社
市
中
央
四
丁
目
八

一
一
一
ア
プ
ラ
ン
ド
ル
Ⅱ
二
〇
一

－

井
手
橋
正
幸

井
手
橋
亜
希
子

三

許
可
番
号

岡
山
県
指
令
建
指
第
五
号

平成２７年６月１９日　岡山県公報　第１１６９５号



〔
二
四
四
〕
次
の
者
に
係
る
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ

る
開
発
許
可
を
受
け
た
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
。

平
成
二
十
七
年
六
月
十
九
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

開
発
区
域
又
は
工
区
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

総
社
市
門
田
字
三
ツ
溝
二
七
八

五
、
二
八
三

二

－
－

二

許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名

総
社
市
門
田
一
二
五

秋
山

利
行

三

許
可
番
号

岡
山
県
指
令
建
指
第
二
八
号

平成２７年６月１９日　岡山県公報　第１１６９５号



〔
二
四
五
〕
次
の
者
に
係
る
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ

る
開
発
許
可
を
受
け
た
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
。

平
成
二
十
七
年
六
月
十
九
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

開
発
区
域
又
は
工
区
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

総
社
市
久
代
字
別
所
三
四
九
五

二
、
三
四
九
五

九
、
三
四
九
五

一
五

－
－

－

二

許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名

倉
敷
市
中
島
三
〇
〇
四

三
（
グ
ラ
シ
オ
ッ
ソ
ブ
ロ
ー
テ
三
〇
一
号
室
）

－

仁
子

裕
巳

三

許
可
番
号

岡
山
県
指
令
建
指
第
四
四
号

平成２７年６月１９日　岡山県公報　第１１６９５号



〔
二
四
六
〕
次
の
者
に
係
る
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ

る
開
発
許
可
を
受
け
た
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
。

平
成
二
十
七
年
六
月
十
九
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

開
発
区
域
又
は
工
区
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

総
社
市
清
音
軽
部
字
川
田
三
九
八

六

－

二

許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名

岡
山
市
北
区
白
石
西
新
町
六

一
〇
九

二
〇
二

－

宮
川

昌
江

三

許
可
番
号

岡
山
県
指
令
建
指
第
六
〇
号

平成２７年６月１９日　岡山県公報　第１１６９５号



〔
二
四
七
〕
次
の
者
に
係
る
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ

る
開
発
許
可
を
受
け
た
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
。

平
成
二
十
七
年
六
月
十
九
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

開
発
区
域
又
は
工
区
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

都
窪
郡
早
島
町
早
島
字
中
尾
四
九
七

七

－

二

許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名

都
窪
郡
早
島
町
前
潟
二
五
四

一
グ
リ
ー
ン
ノ
ー
ト
Ｂ
一
〇
三

－

原
田

紀
之

原
田

三
佳

三

許
可
番
号

岡
山
県
指
令
建
指
第
三
四
九
号

平成２７年６月１９日　岡山県公報　第１１６９５号



〔
二
四
八
〕
次
の
者
に
係
る
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ

る
開
発
許
可
を
受
け
た
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
。

平
成
二
十
七
年
六
月
十
九
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

開
発
区
域
又
は
工
区
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

都
窪
郡
早
島
町
早
島
字
下
野
二
六
〇
九

七

－

二

許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名

都
窪
郡
早
島
町
早
島
一
八
八
五

一
コ
ニ
フ
ァ
ー
ガ
ー
デ
ン
Ⅰ
二
〇
二
号
室

－

川
﨑

数
馬

三

許
可
番
号

岡
山
県
指
令
建
指
第
四
〇
号

平成２７年６月１９日　岡山県公報　第１１６９５号



〔
二
四
九
〕
次
の
者
に
係
る
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ

る
開
発
許
可
を
受
け
た
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
う
ち
、
公
共
施
設
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
。

平
成
二
十
七
年
六
月
十
九
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

開
発
区
域
又
は
工
区
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

総
社
市
門
田
字
三
ツ
溝
二
七
八

五
、
二
八
三

二

－
－

二

公
共
施
設
の
種
類

防
火
水
槽

三

位
置
及
び
区
域

開
発
登
録
簿
記
載
の
と
お
り
（
開
発
登
録
簿
は
、
岡
山
県
土
木
部
都
市
局
建
築
指
導
課
に
お
い
て

閲
覧
に
供
す
る

）
。

四

許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名

総
社
市
門
田
一
二
五

秋
山

利
行

五

許
可
番
号

岡
山
県
指
令
建
指
第
二
八
号

平成２７年６月１９日　岡山県公報　第１１６９５号



二
五
〇

政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
に
つ
い
て

次
の
と
お
り
一
般
競
争
入

〔
〕

、

。

札
を
実
施
す
る

平
成
二
十
七
年
六
月
十
九
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

１
調
達
内
容

(
1
)
購
入
物
品
名
及
び
数
量

ノ
ー
ト
型
パ
ー
ソ
ナ
ル
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ

3
7
1
式

(
2
)
購
入
物
品
の
特
質
等

入
札
説
明
書
及
び
2
7
年
度
前
期
集
中
調
達
ノ
ー
ト
型
パ
ー
ソ
ナ
ル
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
仕
様
書
（
知

事
部
局
分
（
以
下
「
仕
様
書
」
と
い
う
）
に
よ
る
。

）
。

(
3
)
納
入
期
限

平
成
2
7
年
1
0
月
７
日
（
水
）

(
4
)
納
入
場
所

入
札
説
明
書
に
よ
る
。

(
5
)
入
札
方
法

入
札
金
額
は
，
調
達
物
品
の
本
体
価
格
の
ほ
か
，
輸
送
費
及
び
仕
様
書
に
記
載
す
る
作
業
等
納

入
に
要
す
る
一
切
の
諸
経
費
を
含
め
た
額
と
す
る
。
な
お
，
落
札
決
定
に
当
た
っ
て
は
，
入
札
書

に
記
載
さ
れ
た
金
額
に
当
該
金
額
の
1
0
0
分
の
８
に
相
当
す
る
額
を
加
算
し
た
金
額
（
当
該
金
額

に
１
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
，
そ
の
端
数
金
額
を
切
り
捨
て
る
も
の
と
す
る
）
を
も
っ

。

て
落
札
価
格
と
す
る
の
で
，
入
札
者
は
，
消
費
税
及
び
地
方
消
費
税
に
係
る
課
税
事
業
者
で
あ
る

か
免
税
事
業
者
で
あ
る
か
を
問
わ
ず
，
見
積
も
っ
た
契
約
金
額
の
1
0
8
分
の
1
0
0
に
相
当
す
る
金
額

を
入
札
書
に
記
載
す
る
こ
と
。

２
競
争
入
札
参
加
資
格

次
の
要
件
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
者
と
す
る
。

(
1
)
平
成
2
7
年
度
に
県
が
発
注
す
る
物
品
の
調
達
契
約
で
あ
っ
て
地
方
公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特

定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
政
令
（
平
成
７
年
政
令
第
3
7
2
号
）
の
規
定
が
適
用
さ
れ

る
契
約
に
係
る
競
争
入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格
（
平
成
2
7
年
岡
山
県
告
示
第
4
6
号
（
物

品
の
売
買
，
修
理
等
の
調
達
契
約
に
係
る
競
争
入
札
の
参
加
資
格
，
資
格
審
査
の
申
請
手
続
等
。

以
下
「
資
格
告
示
」
と
い
う
）
に
定
め
る
資
格
を
い
う
）
を
得
て
い
る
者
で
，
格
付
区
分
が

。
。

Ａ
で
あ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。
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(
2
)
地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
2
2
年
政
令
第
1
6
号
）
第
1
6
7
条
の
４
第
２
項
の
規
定
に
該
当
し
な

い
者
で
あ
る
こ
と
。

３
競
争
入
札
参
加
資
格
の
申
請
手
続

こ
の
一
般
競
争
入
札
へ
の
参
加
を
希
望
す
る
者
で
，
２
(
1
)
の
資
格
を
得
て
い
な
い
も
の
は
，
資

格
告
示
に
基
づ
き
申
請
手
続
を
行
う
こ
と
。

(
1
)
申
請
書
の
入
手
先
，
提
出
先
及
び
問
い
合
わ
せ
先

〒
7
0
0
－
8
5
7
0
岡
山
市
北
区
内
山
下
二
丁
目
４
番
６
号

岡
山
県
出
納
局
用
度
課
管
理
班
（
岡
山
県
庁
２
階
）

電
話
（
0
8
6
）
2
2
6
－
7
5
3
8

(
2
)
申
請
書
の
提
出
期
限

平
成
2
7
年
７
月
2
2
日
（
水
）
正
午

４
契
約
条
項
を
示
す
場
所
等

(
1
)
契
約
条
項
を
示
す
場
所
，
入
札
説
明
書
等
の
交
付
場
所
及
び
問
い
合
わ
せ
先

〒
7
0
0
－
8
5
7
0
岡
山
市
北
区
内
山
下
二
丁
目
４
番
６
号

岡
山
県
出
納
局
用
度
課
調
達
班
（
岡
山
県
庁
地
下
１
階
）

電
話
（
0
8
6
）
2
2
6
－
7
5
3
9

(
2
)
入
札
説
明
書
等
の
交
付
期
間
及
び
交
付
方
法

ア
交
付
期
間

平
成
2
7
年
６
月
1
9
日
（
金
）
か
ら
同
年
７
月
2
2
日
（
水
）
ま
で
（
岡
山
県
の
休
日
を
定
め
る

条
例
（
平
成
元
年
岡
山
県
条
例
第
２
号
）
第
１
条
第
１
項
に
規
定
す
る
県
の
休
日
を
除
く
）
。

イ
交
付
方
法

(
1
)
の
場
所
に
て
交
付
す
る
。

ま
た
，
郵
送
に
よ
る
交
付
を
希
望
す
る
場
合
は
，
交
付
に
必
要
な
期
間
を
十
分
に
考
慮
し
，

，
。

，
返
信
用
封
筒
及
び
返
信
に
必
要
な
切
手
等
を
同
封
し

(
1
)
の
場
所
に
請
求
す
る
こ
と

な
お

交
付
す
る
入
札
説
明
書
等
は
，
縦
2
9
7
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
，
横
2
1
0
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
，
重
さ
1
0
0
グ

ラ
ム
で
あ
る
の
で
，
注
意
す
る
こ
と
。

(
3
)
入
札
書
の
提
出
方
法

入
札
書
の
提
出
は
，
持
参
又
は
郵
便
若
し
く
は
信
書
便
に
よ
る
送
付
（
以
下
「
郵
送
等
」
と
い

う
）
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

。

(
4
)
入
札
及
び
開
札
の
日
時
及
び
場
所
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ア
入
札
日
時

平
成
2
7
年
７
月
3
1
日
（
金
）
1
4
時

た
だ
し
，
郵
送
等
に
よ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
，
平
成
2
7
年
７
月
3
0
日
（
木
）
1
7
時
を
受
領
期

限
と
す
る
。

イ
場
所

岡
山
市
北
区
内
山
下
二
丁
目
４
番
６
号

岡
山
県
出
納
局
用
度
課
地
下
１
階
入
札
室

た
だ
し
，
郵
送
等
に
よ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
，
(
1
)
の
場
所
に
提
出
す
る
も
の
と
す
る
。

ウ
そ
の
他

持
参
の
場
合
に
あ
っ
て
は
，
入
札
開
始
前
及
び
開
札
開
始
後
に
お
い
て
は
，
入
札
書
の
提
出

を
受
け
付
け
な
い
。

５
入
札
者
に
要
求
さ
れ
る
事
項

こ
の
一
般
競
争
入
札
に
参
加
を
希
望
す
る
者
は
，
一
般
競
争
入
札
参
加
申
出
書
及
び
入
札
説
明
書

で
指
定
す
る
添
付
書
類
を
平
成
2
7
年
７
月
2
2
日
（
水
）
1
7
時
ま
で
に
，
４
(
1
)
の
場
所
に
提
出
（
郵

送
等
に
よ
る
も
の
を
含
む
）
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

。

ま
た
，
入
札
参
加
希
望
者
は
，
契
約
担
当
者
か
ら
提
出
し
た
書
類
等
に
関
し
説
明
を
求
め
ら
れ
た

場
合
に
は
，
そ
れ
に
応
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

６
そ
の
他

(
1
)
入
札
及
び
契
約
手
続
に
お
い
て
使
用
す
る
言
語
及
び
通
貨

日
本
語
及
び
日
本
国
通
貨

(
2
)
入
札
保
証
金

（
）

。
岡
山
県
財
務
規
則
昭
和
6
1
年
岡
山
県
規
則
第
８
号
第
1
3
1
条
及
び
第
1
3
3
条
の
規
定
に
よ
る

(
3
)
契
約
保
証
金

岡
山
県
財
務
規
則
第
1
5
3
条
及
び
第
1
5
5
条
の
規
定
に
よ
る
。

(
4
)
入
札
の
無
効

こ
の
公
告
に
示
し
た
競
争
入
札
参
加
資
格
の
な
い
者
の
し
た
入
札
，
入
札
者
に
求
め
ら
れ
る
義

務
を
履
行
し
な
か
っ
た
者
の
し
た
入
札
そ
の
他
岡
山
県
財
務
規
則
第
1
4
0
条
各
号
に
掲
げ
る
入
札

に
係
る
入
札
書
は
，
無
効
と
す
る
。

(
5
)
契
約
書
作
成
の
要
否

要
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(
6
)
落
札
者
の
決
定
方
法

岡
山
県
財
務
規
則
第
1
3
7
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
決
定
さ
れ
た
予
定
価
格
の
制
限
の
範
囲
内

で
最
低
の
価
格
を
も
っ
て
有
効
な
入
札
を
行
っ
た
者
を
落
札
者
と
す
る
。

(
7
)
そ
の
他

詳
細
は
，
入
札
説
明
書
に
よ
る
。

７
S
u
m
m
a
r
y

(
1
)
N
a
m
e
a
n
d
q
u
a
n
t
i
t
y
o
f
t
h
e
p
r
o
d
u
c
t
s
t
o
b
e
p
u
r
c
h
a
s
e
d
:

N
o
t
e
b
o
o
k
t
y
p
e
P
e
r
s
o
n
a
l
C
o
m
p
u
t
e
r
3
7
1
U
n
i
t
s

(
2
)
D
e
l
i
v
e
r
y
d
a
t
e
:

B
y
７
O
c
t
o
b
e
r
,
2
0
1
5

(
3
)
D
e
l
i
v
e
r
y
p
l
a
c
e
:

S
p
e
c
i
f
i
e
d
i
n
t
h
e
b
i
d
e
x
p
l
a
n
a
t
i
o
n
f
o
r
m

(
4
)
T
i
m
e
l
i
m
i
t
f
o
r
t
e
n
d
e
r
:

2
:
0
0
P
.
M
.
3
1
J
u
l
y
（
F
r
i
d
a
y
）
,
2
0
1
5

(
5
)
C
o
n
t
a
c
t
p
o
i
n
t
f
o
r
t
h
e
n
o
t
i
c
e
:

O
k
a
y
a
m
a
P
r
e
f
e
c
t
u
r
a
l
G
o
v
e
r
n
m
e
n
t
O
f
f
i
c
e
,
T
r
e
a
s
u
r
y
B
u
r
e
a
u
,
O
f
f
i
c
e
S
u
p
p
l
i
e
s

D
i
v
i
s
i
o
n
,

２
－
４
－
６
U
c
h
i
s
a
n
g
e
,
K
i
t
a
－
k
u
,
O
k
a
y
a
m
a
－
s
h
i
,
O
k
a
y
a
m
a
－
k
e
n
,
7
0
0
－
8
5
7
0
,

J
a
p
a
n

T
E
L
0
8
6
－
2
2
6
－
7
5
3
9
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◎
岡
山
県
市
町
村
職
員
共
済
組
合
公
告
第
六
百
二
十
一
号

地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法
（
昭
和
三
十
七
年
法
律
第
百
五
十
二
号
）
第
二
十
二
条
第
三
項
の
規
定

に
よ
り
、
平
成
二
十
六
年
度
決
算
の
要
旨
を
公
告
す
る
。

平
成
二
十
七
年
六
月
十
九
日

岡
山
県
市
町
村
職
員
共
済
組
合
理
事
長

山

野

通

彦
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１  組合に属する地方公共団体数 

 

市 町 村 
一部事務 

組合等 
計 

１５ １０ ２ ４１ ６８ 

  

 ※  一部事務組合等には、共済組合を含む。 

 

２  組合員数、給料月額及び１人当たりの給料月額 

 

組合員種別 
一般組合員 市町村長 

組合員 

特定消防 

組合員 

長期 

組合員 

市町村長 

長期組合員 

任意継続 

組合員            
計 

一般職 特別職 

組合員数     (人 ) 16,171 69 25 2,233 2 2 306 18,808 

長期給料月額   (千円) 5,308,134 39,946 14,997 651,292 760 1,240 － 6,016,369 

長期平均給料月額(円) 328,250 578,925 599,860 291,667 380,050 620,000 － 325,174 

長期期末手当等の額（千円） 23,084,269 175,797 72,096 2,834,318 2,956 5,763 － 26,175,199 

短期給料月額  (千円) 5,322,656 48,936 21,260 651,292 873 1,339 83,861 6,130,217 

短期平均給料月額(円) 329,148 709,223 850,380 291,667 436,600 669,300 274,056 325,937 

短期期末手当等の額(千円) 23,110,127 191,436 87,798 2,834,318 2,956 5,836 － 26,232,471 
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３  組合の職員数 

 

経理単位 業 務 保 健 宿 泊 貯 金 貸 付 計 

人   員 １９人 ３人 ０人 ２人 １人 ２５人 

 

４  各経理単位別収支状況  
短 期 経 理  長 期 経 理  預 託 金 管 理 経 理  業 務 経 理 

（収  入） 千円  （収  入） 千円  （収  入）   千円  （収  入） 千円 

短 期 負 担 金 5,999,222  負 担 金 17,250,253  利息及び配当金 94,046  負 担 金 206,535 

介 護 負 担 金 442,741  ［ 給 料 分 ］ (7,424,569)  計 94,046  連 合 会 交 付 金 66,374 

短期掛金（短期任継掛金含む） 5,758,218 

 

［ 期 末 手 当 等 分 ］ (2,164,218) 

 

（支  出） 

支 払 利 息 

千円 

94,046 
 

利 息 及 び 配 当 金 831 

介護掛金（介護任継掛金含む） 456,160 ［ 公 的 負 担 金 ］ (4,351,887) 短 期 経 理 よ り 繰 入 36,595 

連 合 会 交 付 金 924,561 ［ 追 加 費 用 ］ (3,296,667) 計 94,046 雑 収 入 11 

賠 償 金 （ 交 通 事 故 等 ） 7,027 ［旧恩給組合条例 

給付に係る払込金］ 
(12,912) 

  計               310,346 

前 年 度 繰 越 支 払 準 備 金 845,169      （支  出） 千円 

利 息 及 び 配 当 金 そ の 他 348  掛 金 9,505,606     役 職 員 給 与 133,721 

計 14,433,446  ［ 給 料 分 ］ (7,352,982)     旅 費 ・ 事 務 費 14,540 

（支  出） 千円  ［ 期 末 手 当 等 分 ］ (2,152,624)     委 託 費 2,289 

保 健 給 付 4,799,308  計 26,755,859  

  

 賃 借 料 18,093 

休 業 給 付 571,988 

 

（支  出） 千円 

  

普 及 費 8,056 

災 害 給 付 3,292 負 担 金 払 込 金 17,250,253 負 担 金 26,185 

附 加 給 付 37,310 掛 金 払 込 金 9,505,606 
  

消 費 税 2,421 

老 人 保 健 拠 出 金 64 計 26,755,859 事 務 費 負 担 金 払 込 金 87,925 

退 職 者 給 付 拠 出 金 431,771      減 価 償 却 費 1,306 

前 期 高 齢 者 納 付 金 3,666,311       そ の 他 の 支 出 1,584 

後 期 高 齢 者 支 援 金 2,117,696      計 296,120 

介 護 納 付 金 879,443  
 
   差 引 当 期 利 益 金 14,226 

一 部 負 担 金 払 戻 金 60,608     前 年 度 末 利 益 剰 余 金 408,955 

連 合 会 払 込 金 149,149 
 

  
 

次 年 度 繰 越 利 益 剰 余 金 423,181 

連 合 会 拠 出 金 557,478     
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業 務 経 理 へ 繰 入 36,595     

連 合 会 返 還 金 37,574    

任継掛金還付金（介護任継掛金

含む) 
5,590    

次 年 度 繰 越 支 払 準 備 金 829,623  

 

 

 

 

 

計 14,183,800    

差 引 当 期 利 益 金 249,646    

前 年 度 末 利 益 剰 余 金 59,660  

次 年 度 繰 越 利 益 剰 余 金 309,306  

 
   

  

    

 

保 健 経 理  宿 泊 経 理  貯 金 経 理  貸 付 経 理 

（収  入） 千円  （収  入） 千円  （収  入） 千円  （収  入） 千円 

負 担 金 188,337  施 設 収 入 283,259  利息及び配当金その他 604,006  組 合 員 貸 付 利 息 115,813 

［ 給 料 分 ］ (140,916)  商 品 売 上 11,927  計 604,006  連 合 会 交 付 金 507 

［ 期 末 手 当 等 分 ］ (41,204)  賃 貸 料 24,666  （支  出） 

職 員 給 与 

千円 

14,016 

 利息及び配当金その他 12 

［特定健康診査等負担金］ (6,217)  雑 益 ・ 雑 収 入 260   計 116,332 

掛 金 182,028 

 

貸 倒 引 当 金 戻 入 195 
 

 

旅 費 ・ 事 務 費 2,913 

 

（支  出） 

職 員 給 与 

千円 

4,452 ［ 給 料 分 ］ (140,849) 利 息 及 び 配 当 金 1,922 賃 借 料 2,678 

［ 期 末 手 当 等 分 ］ (41,179) 計 322,229 普 及 費 2,697 旅 費 ・ 事 務 費 1,906 

保 険 手 数 料 12,787  （支  出） 千円  負 担 金 2,325  賃 借 料 1,330 

利息及び配当金その他 9,608 

 

旅 費 ・ 事 務 費 2,758 

 

消 費 税 513 

 

普 及 費 1,204 

計 392,760 商 品 仕 入 10,819 支 払 利 息 375,229 負 担 金 705 

（支  出） 千円 事 業 用 消 耗 品 費 6,510 そ の 他 の 支 出 340 消 費 税 281 

職 員 給 与 18,335 飲 食 材 料 費 55,730 計 400,711 支 払 利 息 93,623 

厚 生 費 367,456 委 託 費 129,386 差 引 当 期 利 益 金 203,295 連 合 会 払 込 金 5,679 

特 定 健 康 診 査 等 費 35,001 委 託 管 理 費 26,620 前年度末利益剰余金 2,631,650 そ の 他 の 支 出 215 

［特定健康診査費］ (12,460) 光 熱 水 料 28,430 次年度繰越利益剰余金 2,834,945 計 109,395 

［特定保健指導費］ (22,541) 修 繕 費 39,986   差 引 当 期 利 益 金 6,937 

旅 費 ・ 事 務 費 5,859 
 
洗 濯 費 7,464 

    
前年度末利益剰余金 450,638 

委 託 費 2,909 普 及 費 5,646 次年度繰越利益剰余金 457,575 
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賃 借 料 5,631  負 担 金 13,546  
   

普 及 費 1,701  消 費 税 538  

負 担 金 3,244 

 

雑 費 108 

  
  

消 費 税 3,978 減 価 償 却 費 67,052 

 連 合 会 分 担 金 4,975 そ の 他 の 支 出 3,231 

減価償却その他の支出 169  貸 倒 引 当 金 繰 入 276   

計 449,258  計 398,100   

 

差 引 当 期 損 失 金 56,498  差 引 当 期 損 失 金 75,871  

前年度末利益剰余金 677,148  前年度末利益剰余金 465,554  

次年度繰越利益剰余金 620,650  次年度繰越利益剰余金 389,683  
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